
市議会の 
しくみについて 

1 議会改革推進委員会 
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市議会とは 
  

 市議会は、選挙で選ばれた、市民
を代表する議員で構成され、茨木
市の福祉や環境、教育、建設など、
住民の生活に欠かせない問題につ
いての方針や、予算、条例などの
議案を審議し、決定する機関です。 



市議会の構成 
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議会 

常任委員会 

総務常任委員会 

文教常任委員会 

民生常任委員会 

建設常任委員会 
議会運営委員会 

特別委員会 

北部地域整備対策特別委員会 

市街地整備対策特別委員会 

（一般会計決算特別委員会） 

 議会広報委員会 

 議会改革推進委員会 



議会選出の各種委(議)員 

茨木市監査委員 

淀川右岸水防事務組合議会議員 

大阪府都市競艇組合議会議員 

茨木市農業委員会委員 

茨木市都市計画審議会委員 

茨木市土地開発公社理事 

茨木市青少年問題協議会委員 

大阪府後期高齢者医療広域連合議会議員 

大阪広域水道企業団議会議員 
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茨木市議会 
議会改革の取り組み 
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議会改革の取り組み 

１ 議員定数条例の改正 

 平成12年12月  ３６人→３２人 
       （平成１３年１月の一般選挙から適用） 

 

 平成24年６月  ３２人→３０人 
       （平成２５年１月の一般選挙から適用） 

 

２ 会議規則等の見直し 

 平成15年 2月  時代に即応した会議規則等の改正を行った 
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３ 議会ホームページ 

平成14年１月 議会ホームページの開設 
 議員名簿、会派構成、市議会のしくみ・運営・構成・傍聴、 

   請願・陳情の手続き、議会日程、提出案件・議決結果の 
   一覧、議場配席図  等 

 

平成24年３月 議会ホームページの充実 

 (1)議長のメールアドレスを掲載 

 (2)各議員のメールアドレスを掲載 

 (3)可決された意見書 等を掲載 
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議会改革の取り組み 



４ 会議録 

 平成13年４月 会議録検索システムの稼働 

 平成14年１０月 議会ホームページに掲載 

 

５ インターネット中継の実施 

 平成25年３月 本会議のインターネット中継を
      実施（ライブ中継・録画配信） 

     閲覧回数 32,205回（ライブ中継） 

     閲覧回数 90,868回（録画配信） 

         （平成２７年９月現在） 
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議会改革の取り組み 



６ 傍聴 

 平成13年９月 傍聴者への発言通告一覧表の配布 

 平成15年２月 委員会の傍聴者への対応 

      委員会条例を改正し、委員会の会議 
     を公開とする（以前は許可制） 

 平成18年６月 子ども連れの方でも安心して傍聴で 
     きる部屋（特別傍聴室）６席を設置 

 平成24年３月 傍聴者への資料提供 

      (1)本会議においては議事日程、発言通告書、
     議案の概要を配付 

      (2)委員会においては議案付託表を配付し、 
     委員会で請求のあった資料については閲覧可 9 

議会改革の取り組み 



７ 議会改革活性化検討委員会の設置 

 平成２２年１０月 から 平成２５年１月 まで 

 議会機能のさらなる充実を目指して議会改革活性化
検討委員会を設置。 (全議員が委員) 

 

 同検討委員会に議会基本条例検討部会と議会広報等
検討部会を設置。 
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議会改革の取り組み 
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議会改革の取り組み 

８ 議会基本条例の制定 

 平成２４年９月 

 茨木市議会基本条例を制定 

 （平成２５年１月３１日施行） 

 

９ 議会改革推進委員会の設置 

 平成２５年３月 

 議会基本条例の運用及び議会改革に関することに 

 ついて協議・調整するために設置（定数９人）  



議会改革推進委員会の活動 
 平成２５年度 

 １６回の委員会を開催 

   議員間討議について検討、議会報告会について他市への視察 

 １１月 議会報告会 企画・開催・今後のあり方について検討 

   今後の課題について検討 

 平成２６年度 

 １０回の委員会を開催  

   一問一答方式の検証 議員間討議について検討 

 ６月  議員間討議 開催 

 １１月 議会報告会 開催・今後のあり方について検討 

 平成２７年度（中間） 

 １１月 議会報告会 開催 

 更なる議会改革の検討 
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議会改革の取り組み 
１０ 一問一答方式 と 議員間討議 

一問一答方式を実施 

 平成２５年３月 

 議会基本条例の規定に基づき、本会議の質疑応答 

 において 

 一問一答方式を実施 

議員間討議を実施 

 平成２６年６月 平成２７年６月 

 議会基本条例の規定に基づき、４（総務・文教・ 

 民生・建設）常任委員会において議員間討議を実施 


